
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

支援を受けるための要件及び内容 

対 象 業 種 ・製造業（中小企業に限る）   

対 象 区 域 

・工業専用地域 ・工業地域 ・準工業地域 

・五領ヶ台研究研修パーク（めぐみが丘） 

・市街化調整区域（開発許可済みであること） 

支 援 要 件 

（すべて満たすこと） 

・生産の拡大、生産品の変更、新製品の開発などのための設備投資 

・市内の自社所有工場に総額２,０００万円以上の機械・装置を購入 

・市内の対象区域で 1 年以上操業し、市税の滞納がない者 

・同一事業者では１回のみの適用に限る 

助 成 内 容 購入額の２％の額を助成 助成限度額：３００万円 

本市では、２０１０年（平成２２年）４月１日より、企業立地促進補助金とあわせて、中小企業

の設備投資に対する支援制度「平塚市中小企業設備投資促進助成金」を設けました。市内中小企業

の皆様の事業拡大を積極的に支援します。 

お問い合わせ 

中小企業設備投資促進助成Ｑ＆Ａ 

Q：対象となる機械・装置とはどんなものですか？ 

Ａ：償却資産の第２類に分類される工作機械、印刷機械、モーター等の汎用機械類、各種産業用機械及び 

  装置などになります。ただし、車両等大型特殊機械は除きます。 

Ｑ：老朽化による設備の更新や、リースによる設備取得は対象になりますか？ 

Ａ：対象になりません。事業拡大のためで、購入代金の全額支払いが確認できるものが対象です。 

Ｑ：平塚市企業立地促進補助金と重複して助成を受けられますか？ 

Ａ：重複助成はできません。ただし、国や県の補助金などとの重複助成については可能です。 

事業者 

平塚市 

計画概要書の提出 

受理通知書の提出 

 
設備 
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購入 
設置 

交付申請書の提出 

交付決定通知及び 
助成金の交付 

申請までの流れ 
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平塚市 経済部 産業振興課 工業・企業立地担当 
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町９番１号    

ＴＥＬ：0463-21-9758  ＦＡＸ：0463-21-9759 

E-mail：sangyo-s@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

H P ：http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kougyou/setubitousi.htm 



 
 

第１号様式（第５条関係） 
設備投資促進助成事業計画概要書 

年   月   日 
  （あて先） 
   平 塚 市 長 
                申請者  
                  住  所 
                  商  号 
 
                  代表者職氏名                印 
                  電  話 
 
本事業所（私）は、平塚市中小企業設備投資促進助成金交付要綱第５条第１項の

規定に基づき、次のとおり事業計画概要書を提出します。 

事業所の名称  

事業所の所在地 平塚市 

業種（日本標準産

業分類による） 
 

業 務 の 内 容  

用 途 地 域  

資 本 金                    円 

従 業 員 数                    人 

機械導入の理由 
 
 

機械・装置 

用途・名称 購入日 個数 予定投資額 

   円 

   円 

   円 

合    計 円 

現況写真の添付  

 

 
担当者氏名          電話番号          FAX番号         


